
村山市の人事行政の運営等の状況について

1．職員の任免及び職員数に関する状況

（1）部門別職員数（人）（各年4月1日現在）

（2）採用者数（人）（各年11月1日現在）

・職員の配置転換

0

1

29

7

266 -1

・退職者の不補充

・職員の配置転換

・消防救急体制の組織強化

　市職員の給与や職員数など人事行政の運営等については、地方公務員法に基づき、市議会の議決を経て市の条例
で定められています。その公平性と透明性を高めることを目的とした「村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例」に基づき、市民の皆様へ運営状況等をお知らせいたします。

問い合わせ　市総務課職員係　(内線213・214)
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主な増減理由

7

・職員の配置転換

・職員の配置転換・退職者の不補充

令和6年度中

2

2

消防職

1

区　分

司書

保健師

一般行政職

1

4

職員数

5

6
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6

54
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9
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4
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1
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（3）退職者数（人）

（注）その他には、自己都合退職及び死亡退職等を含みます。
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7
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2．給与の状況

（1）人件費の状況（令和6年度普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（令和6年度普通会計決算）

（注）職員手当には退職手当は含まれていません。

大学卒

高校卒

高校卒

（4）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和7年度）

・一般行政職

・技能労務職

　　　平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額に時間外勤務手当等が含まれていないことから、比較の

　　　ため国家公務員と同じ算出基準で再計算したものです。

初級行政（Ⅰ・Ⅱ）

司書

2 2 1

0

6 13

22

9

2

7

5

1

20

4

0

定年

7

勧奨

退職手当

185,025

小計

499,894

合計
（千円）

職員一人当り
（千円）

8,683

職員数
（人）

239

給与費（千円）

給　料

953,642

期末勤勉手当

428,928 2,075,203

平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

国

申込者数

区　分
令和5年度中 令和6年度中

その他 小計

一般行政職

定年

2

小計

1

その他勧奨

2 3

保育職

消防職

技能労務職

1

1

第1次試験
受験者数

43

（4）職員採用試験の実施状況（人）（令和6年度）

試験区分
第1次試験
合格者数

1

2,425,18817,417,993

1

歳出額（A)
（千円）

合　計 2 9

上級行政

人件費率
（B/A)（％）

13.9

合格者数
（令和7年度採用予定者）

1

令和5年度

6

初級土木 6

保健師 2

2

一般行政職

小計

住民基本台帳人口（人）
（年度末）

21,554

人件費（B)
（千円）

13.9

189,700円

初任給

188,000円

初任給

村山市

（3）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

222,900円

1,575,309

令和6年度

実質収支
（千円）

1,088,857

857,441

区　分

168,600円

335,700円

6

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額区分

21,138 18,335,656

3

（国ベース）

41.9歳

43.3歳

332,237円

技能労務職

46.7歳 307,900円村山市

－

372,700円村山市

国

区分 平均年齢

338,200円 －

負担金（千円）

共済費

314,869

185,700円

国

220,000円

－

414,480円

（国ベース）

2,550,536

－ 337,907円

（注）平均給与月額は給料月額に職員手当の月額を加えたものです。

51.3歳 294,567円

平均給与月額

職員手当

192,739

消防

8 6

6

5

5

2

4

3

2



（5）一般行政職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在）

１級 （1） 主事補 主事級

主事

（2） 技師補 2

技師 4

計

２級 （1） 主事

技師

（2）

計

３級 （1） 係長の職務 主任 主任級

（2） 係長 係長級

（3） 地域専門員の職務

（4） 消防署の隊長の職務

（5） 主任管理栄養士の職務

（6） 主任及び消防署の副隊長の職務 計

４級 （1） 主査、館長主査及び園長主査の職務 係長

（2） 主査 主査級

計

５級 （1） 課長補佐、局長補佐、室長補佐の職務 課長補佐 補佐級

専門員

計

６級 （1） 消防長の職務 課長 課長級

（2） 課長、室長及び主幹の業務 会計管理者

（3） 消防本部及び消防署の長の職務 事務局長

（4） 室長

（5）

計

合計

（参考：昨年度の状況）

12.9

3

20

1

12.3

155 100.0

19

19

155

1

155

段階

25.8

12.9

15.5

20.6

合計

（人） （％）

内訳

職名 （人） （人） （％）

40

20

32

24

13

31

20

11

17.4

8.4

20.0

29.0

12.9

12.3

13

32

45

14

27

10

3

20

19

1級
主事、技師
主事補、技師補

17.4

3級 係長、主任

2級 主事、技師

区　分

100.0

昨年度
構成比（％）

20.0

8.4

議会、農業委員会及び監査委員各事務
局の長の職務

9

12

12.3

定型的な業務を行う初級職員及び初級
消防吏員の職務

100.0

等級

定型的な業務を行う職員及び消防吏員
の職務

選挙管理委員会事務局の書記長の職
務

4級 主査、係長 31.6

45

20

計

19

高度の知識経験を必要とする業務を行
う職員の職務

高度の知識経験を必要とする業務を行
う消防吏員の職務

保育園の園長及び副園長並びに児童
館の館長及び副館長の職務

3級の項第1号から第5号に掲げる職務
のうち、高度の知識経験に基づき困難な
業務を行う職務

27

標準的な職務内容

6級 課長

5級 課長補佐 10.3

職制上の段階等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

13

31

1



（6）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

（7）職員手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当（令和7年4月1日現在）

　イ　 退職手当（令和7年4月1日現在）

　ウ　特殊勤務手当

　エ　時間外手当（各年度決算） （参考）時間外、休日、夜間勤務手当の合計

　オ　その他の手当（令和7年4月1日現在）

（注）退職手当の一人当り平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均支給額です。（2人以
上の場合のみ掲載）

勤続25年33.27075月分

勤続35年

職制上の段階、職務の
級等による加算措置有

（支給率） 自己都合

村山市 国

職制上の段階、職務の
級等による加算措置有

勧奨・定年

勤続35年

28.0395月分 28.0395月分

勤続20年

－
1人当り

平均支給額

子
父母等

11,500円
6,500円

3,000円配偶者

高校卒

12月期 計

47.709月分

国

47.709月分

自己都合

47.709月分

19.6695月分 24.586875月分

39.7575月分 47.709月分

33.27075月分

2.100 月

2.500 月

計

　　　　　特殊勤務手当については、平成19年度から全て廃止しています。

その他の加算措置
定年前早期退職特別措置（2～30%）加
算

2.100 月 1.050 月

1.250 月2.500 月

19.6695月分 勤続20年

1.050 月1.050 月

期末手当

1.050 月

1.250 月

勤勉手当

在職時の職務の級に応じ調整額を加算

16,083 千円

在職時の職務の級に応じ調整額を加算

（支給率）

最高限度額

24.586875月分

勧奨・定年

区　分
6月期 12月期6月期

技能労務職 高校卒

47.709月分

1.250 月

-

大学卒

区　分
経験年数20年
以上25年未満

経験年数15年
以上20年未満

一般行政職

経験年数10年
以上15年未満

326,100円292,800円 368,500円

市と同じ

通勤手当

住居手当

交通機関利用　限度額150,000円
交通用具使用　限度額25,400円

325,100円267,200円 -

区　分

47.709月分

勤続25年

最高限度額

39.7575月分

加算措置

その他の加算措置
定年前早期退職特別措置（1～45%）加
算

232 千円

60,846 千円

令和6年度令和5年度

252 千円

67,318 千円

借家　限度額28,000円

5,000円

扶養手当

令和5年度 令和6年度

76,819 千円 84,627 千円

区　分

293 千円 317 千円職員一人当り支給年額

支給総額

交通機関利用　市と同じ
交通用具使用　限度額31,600円

特定期間の加算

市と同じ

村山市

- 288,300円

村山市

1.250 月

国



（8）ラスパイレス指数の状況

（9)特別職の給料等（令和7年4月1日現在）

3．勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間（令和7年4月1日現在）

（2）休暇制度の状況（令和7年4月1日現在）

　ア　年次有給休暇

　　1年につき20日付与（未取得日数分は20日を上限に翌年に繰越可能）

　イ　病気休暇

98.8 98.7

920,000円 

435,000円 

教育長

給料月額に40％を加算した額の
6月期1.70月分　12月期1.70月分
計　3.40月分

100.0

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数をいいます。

給　料

560,000円 

副市長 690,000円 

市長

山形県 100.1

期　間

給料月額に40％を加算した額の
6月期1.70月分　12月期1.70月分
計　3.40月分

98.6

385,000円 

区　分

100.0

全国市平均

令和2年度

期末手当

議長

（注）業務の性質により、上記の勤務時間によることが出来ない勤務箇所（消防署など）の勤務時間は別に定めています。

ア　結核性疾患

副議長

360,000円 

休憩時間

午後0時～1時00分38時間45分

開始時刻

午前8時30分

1週間の勤務時間

午後5時15分

終了時刻

必要と認められる期間

97.597.7

令和6年度区　分

97.3

（1）　公務上又は通勤による負傷若しくは疾病

100.0

98.6

給料・報酬月額

98.9

98.2村山市

100.0

令和3年度

98.7

令和4年度 令和5年度

議員

報　酬

負傷又は疾病の区分

1年以内で必要と認められる期間

180日以内で必要と認められる期間

90日以内で必要と認められる期間

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時
間

エ　アからイまでに掲げるもの以外の負傷又は疾
病

ウ　精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に
必要と認めるもの

イ　高血圧症、動脈硬化性心臓病及び悪性新生
物による疾病並びにその他慢性疾患で任命権者
が特に必要と認めるもの

（3）　病気休暇からの復職後も普通勤務が困難な場
合

（2）　（1）に掲げるもの以外の負傷又は疾病



　ウ　特別休暇

生後1年に達しない子を育てる場合

結婚休暇

親族が死亡した場合

災害時において、退勤途上における身体の
危険を回避する場合

感染症発生による交通遮断又は隔離

介護休暇 一の年において5日の範囲内の期間

ボランティア休暇

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

公民としての権利を行使する場合

男性の育児参加 産前6週間（多胎妊娠は14週間）産後8週間の期間に5日

家族の追悼のための特別な行事

期　間

妊産婦である女性職員の母子保健法に規定
する保健指導・健康診査

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過
する日までの期間内における2日の範囲内の期間

続柄に応じ、1日から10日の範囲内の期間

1日の範囲内の期間

一の年において5日の範囲内の期間

骨髄移植ドナー休暇

妊娠中の女性職員・胎児の健康保持のため
の休息又は補食

女性職員の出産

女性職員の生理

勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必
要と認められる時間

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所
等へ出頭する場合

必要と認められる期間

15日の範囲内の期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子を養育する職員が、その子の看
護等(負傷・疾病にかかった子の世話、予防
接種・健康診断、入園、卒園又は入学の式
典への出席)のため勤務しないことが相当で
あると認められる場合

一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6月から10月の期間内で5日の範囲内の期間

事　由

災害による住居の滅失・損壊の復旧等

災害・交通機関の事故等による出勤困難

7日

夏季休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1
回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1
回について、それぞれ、1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時
間

妻の出産

妊娠中の女性職員・胎児の健康保持のため
の交通機関の通勤緩和

産前8週間（多胎妊娠は14週間）産後8週間

1日2回それぞれ30分以内の時間

必要と認められる期間

必要と認められる時間

配偶者、父母及び（次項に該当する場合を
除く）子並びに職員と同居する祖父母、孫及
び兄弟の負傷又は疾病について看護が必
要と認められる場合

一の年において3日以内で必要と認められる期間

不妊治療休暇
一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊
治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間



　エ　介護休暇・介護時間・組合休暇・不妊治療休暇

（3）休業制度の状況（令和7年4月1日現在）

4．分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分

令和6年度

（2）懲戒処分

令和6年度

5．服務の状況

（1）職務専念義務の免除

・研修を受ける場合

・他の地方公共団体等からの委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

・職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

（2）営利企業等への従事許可

・市の出資法人の非常勤取締役として、無報酬で就任する場合

・職員が統計調査事務に従事する場合

組合休暇

承認基準区　分

小学校就学前までの子を養育する場合（無
給）

任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又
は活動に従事する場合（無給）

3歳に満たない子を養育する場合（無給）育児休業

小学校就学前までの子を養育する場合（給
与一部支給）

処分者数

懲戒処分とは、公務の規律と秩序を維持することを目的として、職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して
行う行政上の不利益処分です。

職員は、地方公務員法の規定により、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等の地位を兼ね、もしくは自
ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならないことになっていま
す。許可される例として次のような場合があります。

職員は、地方公務員法の規定により、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務
に専念する義務があります。職務に専念する義務を免除される例として次のような場合があります

期　間

3回を超えずかつ通算で6カ月以内

一の年につき30日の範囲内の期間

期　間

養育する子が3歳に達するまでの期間

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を2週間以上にわ
たり介護する場合（無給）

分限処分とは、職員が職務を十分に遂行できない場合等に公務能率の維持向上を目的として、本人の意に反してもそ
の身分に不利益な変動をもたらす処分です。

区　分

介護休暇

区　分 降給 降任 休職 免職

養育する子が小学校に就学するまでの期間（1月以上1年
以下の期間に限る）で、1週間当たりの勤務時間が19時間
25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分の勤務

養育する子が小学校に就学するまでの期間で、1日の勤務
時間の始め又は終わりに2時間以内の期間

介護時間
配偶者、父母、子、配偶者の父母等を1日あたり2時間
以内介護する場合（無給）

連続する3年の期間内

部分休業

承認基準

短時間勤務

0 0 0 0

処分者数

区　分 戒告 減給 停職 免職

不妊治療休暇
職員が不妊の治療を受けるため、勤務しないことが相
当であると認められる場合（給与一部支給）

1回の申請につき、連続する6月の期間内におい
て必要と認められる期間

0 0 0 0



6．研修及び勤務成績の評定の状況

（1）職員研修の実施状況（令和6年度）

（2）勤務成績の評定状況

人事評価を実施し、標準の区分・成績率を昇給及び勤勉手当へ適用

7．福祉及び利益の保護の状況

（1）職員の福利厚生事業（令和6年度）

　ア　保健事業（主なもの）

メンタルヘルス研修会

肝炎ウイルス検診（35歳以上の希望する職員）

部門別研修

一般人間ドック助成（41歳及び51歳に達する職員）

前立腺がん検診（50歳以上の男性の希望する職員）

（注）共済組合とは山形県市町村職員共済組合を、互助会とは山形県市町村職員互助会を、厚生会とは村山市職員
厚生会をいいます。

肺がん検診（喫煙指数600以上の希望する職員）

事業の概要

参加者数

65人

共済組合

脳ドック助成（45歳以上の希望する職員）

健康ホットライン24時

子宮がん検診（20歳以上の女性職員）

区　分

大腸がん検診（40歳以上の職員）

実務研修（法制執務・税務・財務・住民基本台帳等）

人事評価研修、接遇研修、公務員倫理研修、モチベーション向上研修等

実施主体

市（共済組合との共催）

市（共済組合との共催）

こころとからだの元気サポート塾

共済組合

厚生会

互助会

メンタルヘルスケア

階層別研修

オプション検診助成（腹部超音波、前立腺がん検診、大腸
がん検診（30歳以上40歳未満の希望する職員））

乳がん検診（40歳以上の女性職員）

その他研修

生活健康支援事業（薬品等購入助成）その他

健康教室健康増進

健康増進活動支援事業

歯周病検診助成（25歳以上5歳毎の希望する職員）

厚生会

基本健診（全員）
共済総合健診

胃がん検診（40歳以上の職員及び30歳以上40歳未満の
希望する職員）

事業名

52人

主なもの

新規採用職員研修、一般職員（上級）研修、係長研修、課長補佐研修、課長研修

397人

各種検診

共済組合



　イ　給付事業（主なもの）

（2）公務災害補償（令和6年度）

（3）勤務条件に関する措置の要求状況

（4）不利益処分に関する不服申し立ての状況

　令和6年度において、該当事案はありませんでした。

　令和6年度において該当事案はありませんでした。

・一部負担金払戻金

　　公務災害負傷　2件

・出産祝金

　この制度は、地方公務員法第46条の規定に基づき、職員から、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要
求（人事委員会や公平委員会に行うもので、本市は県人事委員会に業務を委託しています。）があった場合に、審査
し、その結果、要求が適当な者と判定した場合には、市に必要な勧告を行うものです。

・埋葬料附加金

　この制度は、地方公務員法第46条の規定に基づき、職員から、懲戒処分その他その意に反する不利益な処分につ
いて不服申し立て（人事委員会や公平委員会に行うもので、本市は県人事委員会に業務を委託しています。）があった
場合に、審査し、その結果、不服申し立てに理由があると認めた場合は、処分の取り消し、修正の決定を行い。また、必
要がある場合には、市（処分者）に対し、職員がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示を行うもの
です。

出産したとき

結婚したとき ・結婚祝金 ・結婚祝金

傷病のとき

互助会事　由

・弔慰金

・一部負担金補助金

共済組合
（法定給付以外のもの）

厚生会

死亡したとき


